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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年４月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和２年１０月１日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 千葉県勝浦市南東方沖 

勝浦灯台から真方位１４８°１３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°５７.３′ 東経１４０°２７.６′） 

事故の概要 漁船新栄
しんえい

丸は、漂泊中、機関室で火災が発生した。 

新栄丸は、船長が負傷し、機関室等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  令和２年１０月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 新栄丸、４.７９トン 

 ＣＢ３－７１０３０（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.５６ｍ（Lr）×２.３６ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数 ９０、昭和４６年３月１日 

 第２３２－０４８９９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ８４歳 

  一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 昭和５１年５月２１日 

   免許証交付日 平成２８年６月６日 

          （令和３年７月３１日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 機関室等に焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ３、視界 良好、気温  

１８.０℃ 

海象：うねり 約２ｍ、波高 約０.５ｍ、水温 ２４.９℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、金目鯛１本釣り漁の目的で、令和

２年１０月１日０２時２０分ごろ、千葉県勝浦市南東方沖の漁場に向

けて勝浦市浜
はま

行
なめ

川
かわ

漁港を出港し、０５時１０分ごろ漁場に到着した。 

船長は、主機を中立運転として作業灯を点灯し、操舵室右舷側の甲

板上で漁の準備をしていたところ、機関室右舷船首側天井にある出入

口用ハッチ（以下「本件ハッチ」という。）の隙間から煙が出ている

のを認め、本件ハッチを開けて機関室内を覗
のぞ

き込み、原因を調査した
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ところ、機関室の船尾側壁面に設置しているバッテリ付近に火炎と火

花が見え、白煙が発生しているのを認めた。 

船長は、船首の倉庫に入れていた持ち運び式泡消火器を取り出し、

本件ハッチから消火作業を行ったものの消火できず、火勢及び煙が酷
ひど

くなり、自らの消火は不可能であると考え、帰航することとし、クラ

ッチを前進に入れて航走を開始した。 

船長は、火勢が強くなり、操舵室にも延焼してきたので、０５時３

０分ごろ前部甲板に避難して家族及び仲間に携帯電話で火災の発生を

伝えていたところ、主機が停止して作業灯も消灯し、さらに火勢が強

くなったので、危険を感じ、船首部にあった防舷物を身体に巻き付け

て海中に飛び込んだ。   

付近を航行中の僚船の船長は、船首方約２Ｍに黒煙を上げていた本

船を発見し、接近して周囲を確認していたところ、本船から約２００

ｍ離れた場所に漂流している船長を発見し、付近を航行中のもう１隻

の僚船に船長の救助を依頼した。 

船長の救助を依頼された僚船の船長及び乗組員は、意識がもうろう
．．．．

とした状態の船長を０６時１０分ごろ救助した後、千葉県情報通信セ

ンターに本事故の発生を通報するとともに救急車の要請を依頼し、千

葉県勝浦市松部漁港まで搬送した。 

船長は、救急車で勝浦市所在の病院に搬送され、医師により低体温

症と診断された。 

本船は、千葉県情報通信センターから通報を受けて来援した巡視艇

により、０７時４５分ごろ消火活動が開始されたが、０９時００分ご

ろ沈没した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本船配置図、写真１ 本

船、写真２ 沈没時の本船 参照） 

 その他の事項 

 

船長は、本船を昭和４６年３月に購入し、１か月当たり平均２０日

程度、主に金目鯛１本釣りの漁に従事していた。 

船長は、７月から９月まで金目鯛の禁漁期間であったので、７月に

取外したバッテリを９月２７日に取り付けた後、約４時間本船の試運

転を行った。   

本船は、配電盤が約２０年以上前に換装されていたが、絶縁抵抗測

定等の電気的な点検整備が実施されていなかった。 

船長は、本船の電線等電路について、今まで不具合が発生していな

かったので、被覆の損傷について確認をしていなかった。 

本船は、機関室に火災探知器及び自動拡散型消火器を装備していな

かった。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

 本船は、２０年以上電気的な整備が行われていない中、勝浦市南東

方沖で漂泊中、機関室内にある電線が経年劣化により被覆が破れて短

絡したことから、出火し、周囲の可燃物に引火したことにより発生し

た可能性があると考えられる。 

 船長は、本件ハッチを開けて機関室を覗き込んだ際、機関室の船尾

側壁面に設置しているバッテリ付近で火炎と火花を見たことから、機

関室内にある電線の被覆が破れたと認めたと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、２０年以上電気的な整備が行われていない中、

勝浦市南東方沖で漂泊中、機関室内にある電線が経年劣化により被覆

が破れて短絡したため、出火し、周囲の可燃物に引火したことにより

発生した可能性があると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、火災等緊急事態が発生した場合、直ちに関係部署等に連

絡し、救助を要請すること。 

・船長は、定期的に電気配線の点検を行い、被覆の損傷等があれば

補修又は交換を行うこと。 

・船長は、定期的に絶縁抵抗測定等の測定を行い、漏電の有無を確

認することが望ましい。 

・船長は、法令で火災探知器の設置が求められる船舶以外の小型船

舶にあっても、機関室には、火災探知器を設置することが望まし

い。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

             

 

 

 

 

付図２ 本船配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勝浦灯台 

事故発生場所 

（令和２年１０月１日 

０５時１０分ごろ発生） 

× 

東京湾 

浜行川漁港 

勝浦市 

松部漁港 

千葉県 

操舵室 機関室 

バッテリ 

配電盤 

本件ハッチ 

火炎が目撃された場所 

                  
主機 
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写真１ 本船 

 

海上保安庁提供 

 

写真２ 沈没時の本船 

 

海上保安庁提供 


